
弘前市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、加齢により聴力が低下し他者とのコミュニケーションが取りづらい高齢

者に対し、補聴器の使用により閉じこもりを防ぎ、積極的な社会参加を促すとともに、認知

症予防の一助とするため、補聴器の購入に要する費用について弘前市高齢者補聴器購入費助

成金（以下「助成金」という。）を交付し、もって高齢者福祉に資することを目的とする。 

 （助成対象者） 

第２条 助成金の交付の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、次の各号に掲げる要

件を全て満たす者とする。 

 (1) 助成金の交付の申請時において、弘前市内に住所を有し、満６５歳以上であること。 

 (2) 両耳の聴力レベルが原則として３０デシベル以上７０デシベル未満で、身体障害者福祉

法（昭和２４年法律第２８３号）に基づく身体障害者手帳（聴覚障害）の交付対象となら

ないこと。 

 (3) 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器相談医（以下「補聴器相談医」という。）により、

補聴器の装用が必要であると判断されていること。 

 (4) 過去５年間、本助成金（同種のものを含む。）の交付を受けていないこと。 

 （助成対象経費） 

第３条 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、補聴器（集音器

を除き、管理医療機器として認証を取得したものであって新品のものに限る。）本体の購入に

要する費用とする。 

２ 助成対象経費には、診察料、検査料、証明書料その他の受診に係る費用、補聴器の修理、

補修及び電池交換に係る費用及び附属品のみの購入に係る費用は含まない。 

 （助成金の額） 

第４条 助成金の額は、助成対象者一人につき助成対象経費の実支出額の合計額又は３０，０

００円のいずれか少ない額とする。 

 （交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補聴器を購入する前

に、弘前市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に

次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。 

 (1) 補聴器適合に関する診療情報提供書（２０１８）（以下「診療情報提供書」という。）（作

成から６か月以内のものに限る。）の写し 

 (2) 診療情報提供書に基づき、弘前市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関す

る要綱（令和４年弘前市告示第７６号。以下「補装具業者登録要綱」という。）第３条第１

項の規定により登録を受けた業者（以下「登録業者」という。）が作成した見積書 

 (3) 委任状（様式第２号）（助成対象者以外の者が申請する場合に限る。） 

２ 市長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。 

 （交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、診療情報提供書の内容を踏まえて申

請内容を審査し、速やかに助成金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、助成金を交付することを決定した場合は、弘前市高齢者補聴器購入費助成金交付

決定通知書（様式第３号。以下「決定通知書」という。）により申請者に通知しなければなら

ない。 

３ 市長は、助成金を交付することを決定した場合は、申請者に弘前市高齢者補聴器購入費助

成券（様式第４号。以下「助成券」という。）を交付するものとする。 

４ 市長は、助成金を交付しないことを決定した場合は、弘前市高齢者補聴器購入費助成金不



交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通知しなければならない。 

（補聴器の購入） 

第７条 前条第２項の規定による通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、決定通知

書の発行日の属する年度内に、第６条第２号の見積書を作成した登録業者から補聴器を購入

するものとする。 

２ 交付決定者は、補聴器を購入する際、登録業者に対して代金を支払う前に、助成券を提出

するものとする。 

３ 登録業者は、交付決定者から助成券の提出を受けたときは、補聴器の金額から助成券の券

面額を減額した金額で補聴器を販売しなければならない。 

（助成金の支払） 

第８条 助成金は、交付決定者から代理受領の委任を受けた登録業者に対して支払うものとす

る。 

２ 交付決定者が登録業者に対して代理受領の委任をする場合には、交付決定者が作成し、登

録業者が連署した弘前市補聴器購入費助成金支払請求書兼委任状（様式第６号）を市長に提

出するものとする。 

（助成金の請求） 

第９条 第７条第３項の規定により交付決定者に対して補聴器を販売した登録業者は、弘前市

補聴器購入費助成金支払請求書兼委任状に助成券及び補聴器の販売に係る領収書控えの写

しを添えて、市長に対して助成金の請求をするものとする。 

２ 市長は、登録業者から前項の規定により請求があったときは、内容を審査のうえ、請求を

受けた日から３０日以内に登録業者の指定口座に助成金を振り込むものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１０条 市長は、各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取

り消すことができる。 

(1) 虚偽又は不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。 

(2) 補聴器購入後、５年以内に、当該補聴器を本事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸与

し又は担保に供したとき。（助成対象者の聴力レベルの変更により補聴器を使用しなくな

った場合を除く。） 

 (3) 補聴器購入前に、登録業者が補装具業者登録要綱第５条の規定により登録を取り消され

たとき。 

(4) 前２号のほか、この要綱の定めに違反したとき。 

２ 市長は、交付決定を取り消す場合には、弘前市高齢者補聴器購入費助成金交付決定取消通

知書（様式第７号）により交付決定者及び登録業者に通知しなければならない。 

（助成金の返還） 

第１１条 市長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関

し、既に助成金が交付されているときは、登録業者に対し、期限を定めて助成金の全部又は

一部の返還を命じるものとする。 

（関係帳簿の整備） 

第１２条 市長は、助成金の交付にあたって、弘前市高齢者補聴器購入費助成金交付決定簿（様

式第８号）を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年６月２８日から施行する。 

 

 


